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徳
島
県
告
示
第
三
百
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
元
年
八
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

社
会
福
祉
法
人
健
祥
会

徳
島
市
国
府
町
東
高
輪
字
天
満

老
人
保
健
施
設
健
祥
会
ウ
ェ

吉
野
川
市
川
島
町
川
島
一
一
四
番

訪
問
リ
ハ
ビ

令
和
元
年
八
月
一

三
五
六
番
地
一

ル

地
三

リ
テ
ー
シ
ョ

日

ン



徳
島
県
告
示
第
三
百
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。令

和
元
年
八
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

社
会
福
祉
法
人
健
祥
会

徳
島
市
国
府
町
東
高
輪
字
天
満
三

老
人
保
健
施
設
健
祥
会
ウ

吉
野
川
市
川
島
町
川
島
一
一
四

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ

令
和
元
年
八
月

五
六
番
地
一

ェ
ル

番
地
三

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

一
日



徳
島
県
告
示
第
三
百
二
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

令
和
元
年
八
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

所

在

面

積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

農
事
組
合
法
人
フ
ァ
ー

阿
南
市
長
生
町
北
平
岡

阿
南
市
長
生
町
清
水
ケ

二
八
四
・
〇
〇

ム
お
お
た
に

三
六
番
地
一

坪
一
二
番

二

認
可
年
月
日

令
和
元
年
八
月
十
三
日



徳
島
県
告
示
第
三
百
三
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
市
長

、
勝
浦
町
長
、
つ
る
ぎ
町
長
及
び
東
み
よ
し
町
長
か
ら
認
証
の
請
求
の
あ
っ
た
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

令
和
元
年
八
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

徳
島
市
に
係
る
地
籍
調
査

１

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

徳
島
市

２

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
二
十
八
年
度
及
び
平
成
二
十
九
年
度

３

成
果
の
名
称

徳
島
市
国
府
町
早
淵
の
一
部
及
び
南
岩
延
の
一
部
地
区
（
国
府
六
地
区
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

４

調
査
を
行
っ
た
地
域

徳
島
市
国
府
町
早
淵
の
一
部
及
び
南
岩
延
の
一
部
地
区
（
国
府
六
地
区
）

５

認
証
年
月
日

令
和
元
年
八
月
五
日

二

勝
浦
町
に
係
る
地
籍
調
査

１

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

勝
浦
郡
勝
浦
町

２

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で

３

成
果
の
名
称

勝
浦
町
（
大
字
坂
本
字
岡
田
、
字
岡
西
、
字
久
保
、
字
栄
田
、
字
宝
田
、
字
平
野
及
び
字
中
尾
の

一
部
）(

坂
本
三
地
区)

の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

４

調
査
を
行
っ
た
地
域

勝
浦
町
（
大
字
坂
本
字
岡
田
、
字
岡
西
、
字
久
保
、
字
栄
田
、
字
宝
田
、
字
平
野
及
び
字
中
尾
の

一
部
）(

坂
本
三
地
区)

５

認
証
年
月
日

令
和
元
年
八
月
五
日

三

つ
る
ぎ
町
に
係
る
地
籍
調
査

１
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
二
十
九
年
度
及
び
平
成
三
十
年
度

㈢

成
果
の
名
称

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
貞
光
字
吉
良
の
残
地
・
字
日
浦
（
貞
光
三
十
七
地
区
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍

簿

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
貞
光
字
吉
良
の
残
地
・
字
日
浦
（
貞
光
三
十
七
地
区
）



㈤

認
証
年
月
日

令
和
元
年
八
月
五
日

２
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
二
十
九
年
度
及
び
平
成
三
十
年
度

㈢

成
果
の
名
称

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
一
宇
字
實
平
の
一
部
（
一
宇
二
十
六
計
画
区
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
一
宇
字
實
平
の
一
部
（
一
宇
二
十
六
計
画
区
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
元
年
八
月
五
日

四

東
み
よ
し
町
に
係
る
地
籍
調
査

１
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

三
好
郡
東
み
よ
し
町

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
二
十
八
年
度
及
び
平
成
二
十
九
年
度

㈢

成
果
の
名
称

東
み
よ
し
町
（
西
庄
字
三
枝
、
新
田
向
、
山
神
下
及
び
桑
内
の
一
部
（
西
庄
二
地
区
）
）
の
地

籍
図
及
び
地
籍
簿

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

東
み
よ
し
町
（
西
庄
字
三
枝
、
新
田
向
、
山
神
下
及
び
桑
内
の
一
部
（
西
庄
二
地
区
）
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
元
年
八
月
五
日

２
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

三
好
郡
東
み
よ
し
町

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
二
十
八
年
度
及
び
平
成
二
十
九
年
度

㈢

成
果
の
名
称

東
み
よ
し
町
（
東
山
字
石
木
の
一
部
地
区
（
石
木
三
地
区
）
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

東
み
よ
し
町
（
東
山
字
石
木
の
一
部
地
区
（
石
木
三
地
区
）
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
元
年
八
月
五
日

３
㈠

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

三
好
郡
東
み
よ
し
町

㈡

調
査
を
行
っ
た
時
期

平
成
二
十
八
年
度
及
び
平
成
二
十
九
年
度

㈢

成
果
の
名
称

東
み
よ
し
町
（
東
山
字
中
村
の
一
部
（
中
村
一
地
区
）
）
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿



㈣

調
査
を
行
っ
た
地
域

東
み
よ
し
町
（
東
山
字
中
村
の
一
部
（
中
村
一
地
区
）
）

㈤

認
証
年
月
日

令
和
元
年
八
月
五
日


